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第２号議案 

令和元年10月３日付31春都政第436号 

春日井市長付議 

尾張都市計画高度利用地区の変更について 

令和元年11月18日提出 

春日井市市長 伊藤 太 
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地区名 勝川駅北第一地区 

 勝川駅北第二地区 

 勝川駅北第三地区 

 勝川駅北第四地区 

 勝川駅北第五地区 

総 括 図 

凡例 

高度利用地区の変更に係る区域 

JR 勝川駅 

JR 春日井駅 

JR 定光寺駅 

JR 神領駅 

JR 高蔵寺駅 
春日井 IC 

勝川 IC 

松河戸 IC 

名古屋第二環状自動車道 

国道 19 号 
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ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は建築基準法第５３条第３項第１号又は第２号のいずれかに該

当する建築物にあっては 1/10、同項第１号及び第２号に該当する建築物又は第５項第１号に該当する

建築物にあっては 2/10 を加えた数値とする。 

旧 

新 
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建築基準法第 53 条第 3 項 新旧対照表（抜粋） 
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建築基準法第 53 条第 3 項 新旧対照表（抜粋） 
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